
第１条から第５条　（略） 第１条から第５条　（略）

（補助金の交付の申請）

第６条　補助金の交付の申請をしようとする者は、知事に申請しなければならない。 第６条　補助金の交付の申請をしようとする者は、知事に申請しなければならない。

２　規則第３条第１項の補助金等交付申請書の様式は、別記第１号様式によるものとする。 ２　規則第３条第１項の補助金等交付申請書の様式は、別記第１号様式によるものとする。

　については、この限りでない。 　については、この限りでない。

　を添えて知事に提出しなければならない。 　なければならない。

第7条から第８条　（略） 第7条から第８条　（略）

第９条 第９条

２前項第５号に規定する知事への報告は、次に掲げるとおりとする。 ２前項第５号に規定する知事への報告は、次に掲げるとおりとする。

　(１)　事業実施主体は、あらかじめ事業完了年月日までに別記８号様式による事業完了年月日 　(１)　事業実施主体は、あらかじめ事業完了年月日までに別記８号様式による事業完了年月日

　　　延期届を作成し、知事に提出しなければならない。 　　　延期届を作成し、知事に提出しなければならない。

　(２)　知事は、前号の事業完了年月日延期届を受けた場合は、内容を審査し適当であると 　(２)　知事は、(１)による事業完了年月日延期届を受けた場合は、内容を審査し適当であると

　　　認められるときは、これを承認するものとする。 　　　認められるときは、これを承認するものとする。

第10条（略） 第10条（略）

（遂行状況報告）

　補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期（第４四半期を除く。）の末日現在において、

　らない。

　ない。

第12条から第19条　（略）
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改正後 改正前

高知県林内路網アップグレード事業費補助金交付要綱  高知県林内路網アップグレード事業費補助金交付要綱 

（補助金の交付の申請）

３ 第１項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額 ３ 第１項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額

等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号） 等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）

の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法 の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法

（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額 （昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額

して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないもの して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないもの

４ 補助事業者は、第２項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、県税及び県に対する税外 ４ 補助事業者は第２項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、納期が到来した県税につい

未収金債務の滞納が無いことを証するもの（県税事務所で発行する全税目の納税証明書及び別紙１-１） て滞納がないことを証するもの（県税事務所で発行する全税目の納税証明書）を添えて知事に提出し

（補助の条件） （補助の条件）

（遂行状況報告）

第11条 補助事業者は、規則第10条第１項の規定による遂行状況報告について、知事から求めがあった 第11条 規則第10条第１項の規定による遂行状況の報告については、別記第３号様式によるものとし、

場合は、速やかにその状況について、別記第３号様式による遂行状況報告書を知事に提出しなければな

事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月の15日までに知事に提出しなければなら

第12条から第19条　（略）



附　則 附　則

　１　この要綱は、平成24年６月19日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。 　１　この要綱は、平成24年６月19日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

　は、同日以降もなおその効力を有する。 　　規定は、同日以降もなおその効力を有する。

　上記２以下（略）

附　則 附　則

　この要綱は、令和３年４月27日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。

高知県林内路網アップグレード事業費補助金交付要綱　新旧対照表

改正後 改正前

２ この要綱は、令和４年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助 ２ この要綱は、令和３年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補

金については、第８条、第９条第２号から第４号まで、第15条第２項及び第３項並びに第18条の規定 助金については、第６条、第７条第２号から第４号まで、第13条第２項及び第３項並びに第16条の

上記２以下（略）

この要綱は、令和2年6月3日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
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改正後 改正前



高知県林内路網アップグレード事業費補助金交付要綱　新旧対照表

改正後 改正前
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改正後 改正前
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改正後 改正前



高知県林内路網アップグレード事業費補助金交付要綱　新旧対照表

改正後 改正前



高知県林内路網アップグレード事業費補助金交付要綱　新旧対照表

改正後 改正前
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改正後 改正前
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改正後 改正前
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改正後 改正前


